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地方自治体における芸術文化活動に対する

公的支援についての一考 察

吉 澤 響

【要 旨 】

本稿 は、大阪市にある、大阪市立芸術創造館の行 うロック ・ポ ップスバン ドに対する公的支援 を、経済学や政策

学 といった観点か ら分析 し、その分析 を通 して地方 自治体の行 う芸術文化活動 に対する公的支援 について考察を行

うものである。

片山泰輔 、中川幾郎の理論 を用いて、経済学 ・政策学のそれぞれの観点 から大阪市のバ ンド支援 を分析 した結果、

この支援 は積極的に肯定 され るものではないとい う結論 に至った。それはこの取 り組みが肝心 の地域住民 を抜 きに

して進め られているか らであ る。地域住民 のため に行 うべ き.自治体文化行政 において、地域住民のニ ーズの把握 を

怠 ると、効果 的な取 り組みはで きに くい。

しか しその一方で、大阪市文化行政は支援 の対 象の選 び方に評価で きる点 もある。それは以 下の2点 の理由に よ

る。

・大阪市 におけるバ ン ドの総数が非常 に多い とい うこ と。

・多 くの大阪市民 にとって、バ ン ド音 楽に触れる機会が格段 に多い ということ。

の2つ であ る。公的支援の本質 という面か ら考 えるならば、公的支援 とは何か を公的に支援 するこ とに よって、そ

の地域 によい影響 を与 えるような支援 のこ とであ る。それ ならばその地域 に根付いてお り、広 く行 われている活動

を支援す ることは相対 的に見て、効果は大 きいであ ろう。 自治体文化行政で何かの活動に支援 を行 う場合は、その

地域特有の文化状況 をそのときどきで把握す ることが重要である。

は じめに

近年 日本で は 、芸術 や文 化 を中心 に して ま ちづ くりを行 う地 方 自治体 が増 えてい る。 本稿 は 、大 阪市 に

ある大 阪市 立 芸術 創造 館 の行 うロ ック ・ポ ップスバ ン ドに対 す る公 的支援 を、経 済学 や政 策学 とい っ た観

点 か ら分析 し、 その分 析 を通 して地方 自治体 の行 う芸術 文化 活動 に対 す る公 的 支援 につい て考 察 を行 う も

ので あ る。

本稿 で取 り上 げる芸 術創 造館 は、大 阪市 旭 区 に設置 され てお り、 大阪 市営 地 下鉄 谷 町線 の千林 大宮 駅 か

ら徒歩10分 、京阪 電車 の 森小路 駅 か らも徒 歩10分 の、旭 区民 セ ンター と旭図 書館 に併 設 され た施 設 であ る。

2000年 に開館 し、施設 の所 管 は大 阪市 ゆ と りとみ ど り振 興局 、管 理 ・運営 は財 団法 人大 阪都 市協 会 が行 っ

てい る。施 設 の主 な 目的 は、 ロ ック ・ポ ップスバ ン ドを中心 とす る音楽 グル ープ と小劇 団 を 中心 とす る劇

団 を支 援 す る こ とで あ る。施 設 にはバ ン ドや劇 団が練 習 した り、作 品 を発 表 した りす るた めの 設備 が整 え

られ 、芸術 創造 館 主導 の さま ざまな取 り組 みが 行 わ れて い る。

本稿 で 芸術創 造 館 を取 り上 げ る理 由 は2つ あ る。1つ 目の 理 由は 、「芸術 創 造館 が 従 来の 公立 施設 にはあ

ま りみ られ ない特 徴 を持 っ てい る」 とい うこ とであ る。 そ の特徴 は2つ あ り、1つ 目は 「芸 術 創造 館 の利

用 目的が バ ン ドと演劇 に絞 られ てい る」 とい う こと、 そ して2つ 目は 「芸術 創 造館 で は、利 用 者が 大 阪市

民 で あ るか否 か に関 わ らず 、利 用 条件 が 同 じであ る」 とい うこ とで あ る。

まず1つ 目の特 徴 につ い て述べ る 。従 来 の公 立文 化施 設 の中 に も、 もちろ んバ ン ドの練 習 も演劇 の練 習

も行 え る施 設 もあ るが 、 よ り多 くの市民 に利 用 して も らえる よう に、 目的 を絞 り込 む こ とは して いな い。

これ に対 し、 芸術 創造 館 は利 用 目的 をバ ン ドと演 劇 の2つ に絞 って い る。 この 点 にお いて 、芸術 創 造館 は

従 来 の施設 と は少 し違 った、新 しい文 化施 設で あ る とい え る。

また2つ 目の特 徴 も従 来の 公立 施設 には あ ま りみ られな い。 たい て いの公 立 施設 は 、そ の施 設が 設置 さ

れて い る地域 の住 民 に しか利 用で きない 。 これ は例 え ば、大 阪市 が設 置 した公 立施 設 であ れ ば大阪 市民 し
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か利 用で きない、 とい う ことであ る。 仮 に地域 外 の住 民が 利 用で きた と して も、 施設 の利 用料 金 が地域 住

民 よ りも高 くな る場合 が ほ とん どで あ る。 しか し芸術 創造 館 は大 阪市 が設 置 して い る に も関 わ らず、利 用

者 が大 阪市 民 であ ろ うとなか ろ う と、 利用 料 金 も利用 で きる設備 も同 じなの であ る。 さ らに 「利 用団 体の

構 成 員の過 半 数が 大阪 市 に住 んで い な けれ ばな らない」 とい うよ うな、公 立 文化 施設 の 多 目的ホ ール の利

用 規定 に よ くみ られ る、住 所 に関 す る規定 が 全 くないの であ る。 これ ら2つ の特徴 が 、芸術 創 造館 を取 り

上 げ る理 由の1つ 目 とな った。

2つ 目の 理 由は 、公 立施 設 がバ ン ドを積 極 的 に支援 してい る とい う ことで ある 。舞 台芸術 の中で も と り

わ け、演劇 や ク ラ シ ック音 楽 、オペ ラな どへ の公 的支援 は、国 レベ ル 、地域 レベ ルで比 較 的 よ くみ られる。

しか しロ ックやポ ップス とい った新 しい ジ ャ ンルへ の 公的 支援 はあ ま り行 わ れて い ない。 この意味 で大 阪

市 の文 化行 政 は新 しい 試み とい える。 大阪 市が バ ン ドを公 的 に支援 す る とい う こ とは 、大 阪市 がバ ン ド活

動 に芸 術 的 、社 会的 な価値 や 意義 を認 めて い る とい うこ とであ り、筆者 自身バ ン ド活 動 を して い るの で、

大 阪市 のバ ン ド活動 の捉 え方 に非常 に興味 を持 った。 この2つ が 大阪 市立 芸術 創造 館 を取 り上 げ る理 由で

あ る。

2.大 阪市立芸術創造館の位置付けとその活動

2-1.大 阪 市 文 化 行 政 の 方 針

この ような新 しい公立 施設 と もいえ る芸術 創 造館 を設 置 した大阪 市 であ るが 、現 在大 阪市 の文 化行 政 を

主 に担 って い るの は2001年4月 に発 足 した 「ゆ と りとみ ど り振 興 局」 であ る。 ゆ と りとみ ど り振 興 局 のホ

ー ムペ ー ジ をみ る と、発 足 の 目的 と して2点 が挙 げ られ てい る。1点 目が 「花 と緑 あ ふ れ る良好 な都 市 環

境 を創 出す る と と もに、 これ を活用 したス ポ ー ツ ・レ クリエ ー シ ョン施 策 及 び魅力 あ る文 化観 光施 設 な ど

を総 合 的 に推 進 す る こ と」、2点 目が 「ス ポー ツ、 文化 、観 光 、公 園緑 地 な どの事 業 を有機 的 に連携 させ 、

よ り一層 大 きな効果 を上 げ る こ と」 で ある。

この 目的 に対 応 して 、 ゆ と りとみ ど り振興 局 の事 業 は 「文 化 集客 事業 」、「スポ ー ッ事 業」、 「公 園 ・緑 化

事 業」 の3つ に分 け られて い る。今 回取 り上 げる芸術 創 造 館 は文 化集客 事 業 に含 まれ てい る。 これ らの事

業 費 はそ れ ぞれ 、 文化 集 客 事業 が13億4019万 円 、 ス ポー ツ事 業 が52億5196万 円 、公 園 ・緑 化事 業 が70億

7745万 円で あ る(2002年 度)。 また ゆ と りとみ ど り振 興 局 の歳 出予 算額 は507億5139万 円で 、大 阪市 一般 会

計 歳 出予 算額 の2.8%を 占め てい る。

この3事 業 を進め て い くた めの方 針 と して 、1994年 に大 阪市 文化振 興 施 策推 進本 部 に よっ て制 定 された

「大 阪市 文 化振 興施 策の 基 本方 針」 が あ る。 これが 大阪 市 文化 行政 の大 本の 方針 であ る。 この方 針 の 目的

は 「プロ フ ェ ッシ ョナ ル対 応か アマチ ュア対 応 か、 地域 サ ー ビス型 か、 大都 市 振興 型 か な ど を選 択 せず 、

文 化 に まつ わ る機 能 を フル セ ッ トで整 える」こ とで あ るが 、そ の 目的 を実現 させ るた めの具 体 的な手 段 は、

この 基本 方針 には明 示 され てい な い。 そ こで この 目的 を現 実 の もの にす るため の具 体的 な計 画 が必 要 とな

っ た。 その計 画 が 「芸術 文 化 ア クシ ョ ンプラ ン」 で あ る。 これ は 「大阪 市文 化振 興 の ため の懇話 会」 に よ

っ て2001年 に策定 され 、同年 か ら2010年 まで10年 間続 け られ る計 画 で ある 。現 在大 阪市 の文 化行 政 は この

計 画 に従 っ て進 め られ てい る。

この芸 術文 化 ア ク シ ョンプ ラ ンの柱 は、① まちづ くりを 目的 とす る創 造 型 の文化 事業 を有効 に実施 す る

こ とく ② その成果 を利 用 して一般 施設 で の文 化事 業 を充 実 させ る こと、 の2つ で あ る。

②の柱 に 、「その成 果(=ま ちづ くりを 目的 とす る創造 型 の文 化事 業 の成 果)を 利 用 して」 とあ るので 、

② の柱 は① の柱 の 「まちづ く りを 目的 とす る創造 型 の文 化事 業」 が成 功 し、成果 を挙 げる こ とが 前提 とな

っ てい る。 よって大 阪市 文化 行政 にお いて 、① の柱 、 その 中で もと りわけ 「まちづ く りを目的 とす る創 造

型 の文 化事 業」 が 重 要で あ る こ とが分 か る。 「創 造 型の 文化 事 業」 は、 ア ク シ ョ ンプ ラ ンの 中で 「文 化 の

頂 点 の伸 長 を 目的 とす る事業 」 とい う説 明が 行 わ れて いる。 簡単 にい うと大 阪市 の文 化 行政 は 、大阪 を よ

り魅 力 ある都 市 にす る ため に、大 阪独 自の文 化の 質 を高 め よ うと して い るので あ る。

大 阪市 の い う 「ま ちづ くり」 は3つ の視点 で行 われ てい る。 そ れは 「公共 性」、 「投 資 」、 「未来 」 の視 点
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で あ り、 これ らは ア ク シ ョンプ ラ ン独 自の視 点で あ る。 それ ぞれ の視 点 は ア クシ ョンプラ ン内で 説明 され

て お り、 「公共性 」 の視 点 は、 「あ る取 り組 み や催 し、'活動 が 本人 や その グル ー プの楽 しみ を.こえて、 い か

に多 くの 人の精 神 活動 に影 響 を与 え るか」 とい う視点 、・「投 資 」 の視 点 は、 「まだ 目に見 えて い ない地 域独

自の芸術 的 価値 を、 さ まざ まな形 で顕 在化 させ る行 為 の ため にいか に基盤 を整備 す るか」 とい う視 点 、3

つ 目の 「未 来 」 の視 点 は、 「伝 統 や歴 史 の保 存研 究 や 再現 よ りも、 そ れ らを も含 ん だ現 在 の文 化的 状 況 の

活性 化 と活 用 に重:点を置 き、 い まだ評 価 の固 まらない ジャ ンルや 新 しい試 み に対 して そ の将 来性 や可 能性

に期 待 と希望 を持 ち、 その展 開 と発 展 のた めの環 境 をいか に用意 す る か」 とい う視 点で あ る。

ア クシ ョンプ ラ ンにお いて 、芸術 創 造館 は専 門 文化 施設 の パ イ ロ ッ ト的施 設 と位 置付 け られて い る。専..
.
門文 化施 設 は創 造 型の 文化 事 業 を有効 に実 施 す る こと を目的 と して設 置 され てい るの で 、大 阪市 文化行 政

に とって は重要 な役 割 を担 う。 アク シ ョン プラ ンで は、専 門文 化施 設 の条 件 の1.つ に、上 記 の3つ の視 点

を備 えてい る 、 とい う こと を挙 げ てお り、 芸術 創造 館 に もそ れは 反映 されて い る。例 え ば利 用 目的 を演 劇

とバ ン ドとい う新 しい ジ ャ ンル に限 って いる点 や 、質 の高 い作 品 を世 に送 り出す とい うこ とに重 きを置 い

て い る(=利 用者 を大 阪市 民 に限 らず 、 有 能 な人材 を広 く受 け 入れ よ う と して いる)点 にそれ が窺 える。

筆 者 が興 味 を持 っ た芸術 創造 館 の特 徴 は、専 門文 化 施設 の持 つ特 徴 であ る とい え る。

2-2.芸 術 創 造 館 と は

芸 術創 造館 は、地 下1階 、地 上3階 の建 物 で ある。 地 下1階 は 芸術 創造 館専 用 の駐 車場 で 、地上3階 には さ

ま ざまな部屋 や設 備 が整 ってい る。

芸 術創 造 館 のバ ン ド専 用 施設 には 、 まず 「レコー デ ィ ングス タジオ」 が あ る。 「レコー デ ィ ングス タジ

オ」 は2部 屋 あ り、 ギ ター ア ンプ やベ ー ス ア ンプ、 ドラ ムセ ッ トや キ ーボ ー ドな どは もち ろん、 質 の高 い

レコー デ ィ ング機 材 が そ ろえ られて い る。レコ ーデ ィングの際 は事 前 に専 門 ス タ ッフ と ミーテ ィング を し、

そ の専 門ス タ ッフが レコ ーデ ィング機材 を使 用 す る こ とにな る。 また 芸術創 造 館 の音 楽 に関連 した 自主 企

画事 業 は、 館 内 で の もの はす べ て こごで 行 われ る 。 そ して 「音 楽練 習 室 」。 「音 楽練 習室 」 は4部 屋 あ る

(うち1部 屋 は レコーデ ィング ス タジ オ と兼 用)。 この4部 屋 すべ て にギ ター ア ンプ、ベ ー スア ンプ 、 ドラ ム

セ ッ ト、キ ー ボー ドな どが そ ろえ られ てお り,ロ ックや ポ ピュ ラー系音 楽 のバ ン ド練 習専 用 のス タジ オ と

して利用 されて い るQ

一方演 劇 専 用施 設 に は、 まず 「大練 習室 」 が1部 屋 あ る。 簡易 な照 明 をそ なえ 、椅 子 を設 置 し客 席 をつ

くる こ とも可能 で ある ので 、実験 公 演 、 ライ ブな どに も対 応で きる。芸 術創 造 館 の演 劇 に関連 した 自主 企

画事 業 のほ ぼすべ てが 、 この大練 習 場 で開 か れる 。 また その他 に 「演劇 練 習室 」が5部 屋 あ る。 この5部 屋

は 、すべ て フ ロー リングで 、鏡 とバ ーが備 え られて お り、演 劇 や ダ ンス に対 応 して い る。

また付 随的 な施 設 と して 「制 作 者 ボ ックス」 があ る。 この 「制 作 者ボ ックス」で は 、チ ラシ、 ポス ター、

パ ンフ レッ トの作 成 やCDジ ャケ ッ トの制作 、効果 音 の制作 な どを行 うこ とがで きる。 この制 作者 ボ ック

ス にお け る機 材等 の使 用 も、 レコーデ ィン グ機材 と同様 、専 門ス タッフが担 当す る。 また館 内1階 にあ る

「交流 サ ロ.ン」で は 、 アー テ ィス トた ちの交 流や情 報 交換 、打 ち合 わせ を行 うこ とが で きる。

利 用 目的 の絞 られて い ない従 来 の文化 施設 は、 さま ざまな ジ ャ ンル に対 応 しよ うと多 目的 ホー ル を用 意

す る。 しか し、 この 多 目的 ホ ール は結局 どの ジ ャ ンル に も対 応 レ切 れ て お らず 、使 い勝 手 が悪 い とい う指

摘 が よ くな され て いる。 これ に対 して 、芸術 創 造館 は利 用 目的 を絞 り込 んで い るので 、 それ ぞれ の部屋 や

設 備 に無.駄が ない。

2-3.芸 術 創 造館 の 取 り組 み

続 い て芸術 創造 館 の行 ってい る取 り組 み の紹 介 をす る。 芸術 創造 館 のバ ン ドに対 す る支援 には 大 き く分

け て 「音 楽練 習室 の 貸 し出 し」 と 「[LAB.]」 の2つ があ る。

1つ 目の音 楽 練 習室 の 貸 し出 しは、 芸術 創 造館 の 通常 業 務 とい え、練 習室 を借 りたい バ ン ドが 芸 術創 造

館 に 申 し込 み 、 その バ ン ドに音 楽 練習 室 を貸 し出 す とい う、い わ ば消 極 的 な支援 で あ る。2つ 目の[LA耳 」

は、 「Stoとk?」とい う芸 術 創造 館 の館.報に ぶれ ば、 大 阪市 立芸 術 創造 館 が 運営 す る、 イ ンデ ィペ ンデ ン ト
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アーテ ィス トの サ ポー トを 目的 と した プ ロジ ェ ク トで ある。.これは 「音楽 練習 室 の貸 し出 し」 に比 べ る と、

積 極的 な支援 とい える 。

こ こに出 て くる 、「イ ンデ ィペ ンデ ン トアー テ ィス ト」 とは、俗 に 「イ ンデ ィーズ」 と呼 ばれ 、『大辞 林 』

に よる と、一般 的 に は 「映 画 、 レコー ド ・CD製 作 な どで 、大 手制 作 会社 に所属 しないで 、 独 自に製作 ・

販売 を行 うプ ロ ダク シ ョンや会 社。 また、 それ に関わ る作 家 ・音 楽家」 を意味 す る。 これ に対 して、 い わ

ゆ る プロの アー テ ィス トは 「メジ ャー」 ア ーテ ィス トと呼 ばれ て いる。

イ ンデ ィー ズ とい う言 葉 が使 わ れ始 めた ころは 、 イ ンデ ィーズ は メジ ャー アー テ ィス トにな る直前 の予

備軍 的 な位置 と され、 イ ンデ ィー ズバ ン ドと、アマ チ ュアバ ン ドとの問 で明確 な区 別が あ った。 そ の区 別 と

は 、CDレ ーベ ルや プ ロ ダク シ ョン とい った第 三 者.にバ ン ド活動 を支援 され て い るか ど うか で あ る。 しか

し最 近 で は、 イ ンデ ィー ズ とい う枠 内で もメ ジ ャー ア ーテ ィス ト並 み にCDを 売 り上 げ るバ ン ドも登場 し

て きて お り、そ の一 方 で第 三者 の後 ろ盾 の ない い わゆ る アマチ ュアバ ン ドも含 め て、広 く 「イ ンデ ィー ズ

バ ン ド」 と呼 ぶ 傾 向 もあ り、 イ ンデ ィーズ の領 域 は どん どん広 が って きて い る.。芸 術創 造 館が サ ポ ー トす

る 「イ ンデ ィペ ンデ ン トアーテ ィス .ト」 は 、そ の取 り組 み の内 容 と実 際 にサ ポー トされて い る アーテ.イス

トか ら考 える に、 メジ ャー アー テ ィス ト以 外 の アー テ ィス トとい うこ とに なる。

2-3一(1)音 楽 練 習 室 の 貸 出 し

音 楽練 習 室 は レコー デ ィ ングス タジオ も含 め て、 午前10時 ～午 後10時 まで 、2時 間 以上 最 大12時 間(終

日)利 用 で きる 。利 用す る には芸 術創 造 館 に 申 し込 まな けれ ばな らな いの だが 、 それ に は一般 利 用 と優先

定期利 用 の2種 類 が あ る。一般 利 用 では 、利 用 日の3ヶ 月前 に属 す る月 の1日 か ら利 用 日の3日 前 まで を 申 し

込 む こ とが で きる。優 先 定期 利 用 は4月 ～翌3月 の1年 分 を前 年 度 の9月1日 ～9月30日 の間 に、10月 ～翌3月

の後 期半 年 分 を3月1日 ～3月31日 の間 に 申 し込み を行 い、 優先 的 に利 用 す る とい うもの で ある。 この 優先

定期利 用 を行 うに は、芸術 創 造館 内 に設 置 され て いる利 用 審査 委員 会 の審査 を受 け、利 用 を認 可 され な け

れ ばな らな い。

利 用料 金 は、基 本室 料 と楽 器使 用料 ・基本 機材 使 用料 を加 えた料 金 であ るが 、 レコーデ ィン グス タジ オ
』で は別 に機材 を操 作 す るス タッフの 人件 費 や制作 費 が必 要 となる

。 また入場 料 を徴 収 す る場 合 は 、基 本室

料 がL5倍 となる。 利 用で きる機 材 は 、 ドラムセ ッ ト、 ギ ター ア ンプ、ベ ー ス ア ンプ、 キ ー ボー ド、PAセ

ッ トで あ る。 これ ら全 てが 含 まれ て いる のがAセ ッ トで、Aセ ッ トか ら ドラム セ ッ トとキー ボ ー ドを省 い

た もの をBセ ッ トと して い る。

具 体 的 に音楽 練 習室 ・中は基 本 室料 と して2時 間 まで が1,200円 、 そ れ以 後 は1時 間 ご とに600円 か か り、

これ に楽器 と機 材 の使 用料 と してAセ ッ トで2,000円 、Bセ ッ トで600円 が加 算 され る。 音 楽練 習 室 ・小 で

は基本 室料 として2時 間 まで が600円 、そ れ以 後 は1時 間 ご とに300円 か か り、 これ に楽器 と機 材 の使 用料 と

してAセ ッ トで1400円 、Bセ ッ トで600円 が 加算 され る。機 材 の使 用料 に差 が あ る だけ あ って、 や は り音 楽

練 習室 ・中の 機材 の方 が 質 は高 い。 この利 用 料金 は民 間の ス タジ オに比 べ 、非常 に安 い。 そ して この利 用

料 金 は、大 阪 市民 で あ って も、そ うで な くて も同 じ額 で あ り、 もち ろん使 える設備 や 機材 も同 じであ る。

2-3一(2)[LAB,】

【LAB.1の事 業 には 、「GoofyRide」 とい う ラジ オ番 組 の制作 、「Laboratory」 とい う ライブ イベ ン トQ企 画、

「メ デキ ケ」 とい うケー ブ ルテ レビの 番組 制 作 、 「LabelLABJか らのCDリ リース 、 とい う もの が挙 げ ら

れ る。

これ らの事 業 は、 ラ ジオや テ レビとい っ た メデ ィアや ライブ イベ ン トを通 して イ ンデ ィーズ ア ーテ ィス

トの音 楽 を世 に広 めて い こ う とす る狙 いが あ る とい う点 で 共通 して お り、他 の 文化 施 設 には み られ な い、

新 し くて積 極 的 な支援 であ る。

この【LAB.】を運営 してい るの は芸術 創 造館 で あ るが 、支援 され てい るの は芸術 創造 館 を利 用 して い る ア

ーテ ィス トの み とい うわ けで は ない。 そ れぞ れの 事業 の担 当者が 実際 に ライブ をみ た り、音 源 を聴 い た り

して選 ん だ アーテ ィス トを支援 してい くの で ある。 で はそ れぞ れ の事業 の 紹介 を して い く。
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ラジ オ番組 の 「GoofyRide」 は2001年 の7月 か ら放 送 が始 まっ た。毎 週 土曜 日の深 夜24時 か ら24時 半 ま

で 、大 阪 の ラジオ 局 「FMC㏄OLO」 で放 送 され てい る。 この番 組 は、芸 術創 造 館が 推薦 す る イ ンデ ィー

ズバ ン ドを紹 介 して い くとい う もので あ る。

「Laboratory」 とい うラ イブ イベ ン トは 、2001年 の3月 に第1回 自 を開催 した。 そ の後 も不 定 期 に 開催 し

2003年12月i2日 に10回 目が行 わ れた。 過去10回 の ライ ブイベ ン トで 出演 したバ ン ドの数 はの べ30を 越 えて

い る。

ケー ブル テ レビで放 映 され て い る 「メデ キ ケ」 は2003年 の7月 か ら始 ま った。 これ は イ ンデ ィーズ アー

テ ィス トが 制作 した ミュー ジ ック ビデ オを流 す15分 番 組 で、 放映 時 間は 地域 に よ.って異 な るが毎 日放 映 さ

れて いる。

「LabelLAB」 は芸術 創 造 館が 立 ち上 げ たCDレ ー ベル であ る。 この レーベ ルか らCDを リ リース して い

るの は 、芸術 創 造館 主 催 の コ ンテス ト 「キ ミノ オ ト500」 で 選 ば れたバ ン ドや、 この事 業 の プ ロデ ューサ

ーの判 断 で選 ば れ たバ ン ドであ る。 制作 され たCDは 有名 レコ ー ド店 で も購 入 で きる。 このCDのL・ コー デ

ィング にかか る費 用 はすべ て芸術 創 造館 が負 担 してい る。

3.芸 術文化活動に対する公的支援の根拠

ここ まで大 阪市 のバ ン ドに対す る公 的支 援 につ い てみ て きた。 そ もそ も本研 究 は、芸術 文 化活 動 に対 し

て公 的支援 を行 って もよい とい う前提 で話 が 進め られて い るが、 ここで一 度 この 前提 に立 ち返 って 、 なぜ

芸術 文 化活 動 に対 して 公的 支援 を行 うのか とい うこ とにつ い て考 えて い きたい 。

公 的支援 とは単 純 にい うと、 「市民 の 税金 を用 い て何 か を支援 す る」 とい うこ とであ る。 市 民 の税 金 を

用 い る ので あ る か ら、 公 的支 援 を行 うの で あ れ ば、 そ の支援 が市 民 の 暮 ら しに必 要 で あ るか 、 ある い は

「よい影響 」 を与 えな けれ ば な らな い。 また直 接支 援 を受 けて い る人 のみ に利 益 が あ る とい うの で は公的

支援 を行 う理 由 と しては説 得 力 を欠 くだ ろ う。 それで は 、 なぜ 芸術 文 化活 動 に対 して公 的支援 を行 い、 そ

の 支援 に よって どの よ うな 「よい 影響 」が 市 民 に及ぶ の であ ろ うか。 ここで は公 的支:援の根 拠 と芸術 文化

が もた らす 正 の影響 につい て 、片 山泰輔 と中 川幾郎 の 二人 の論 を取 り上 げ る。

3-1.経 済 学 的 視 点 か らみ た公 的 支 援 の 根 拠

片 山泰 輔(2001)は 経 済学 の 立場 か ら、芸術 文 化 に対 す る公 的 支援 の根 拠 につ い て考察 を行 って い る。

片 山 は、政 府 に よる芸術 支援 の根拠 と して 、芸術 文 化 の持 っ てい る公 共財 と して の性 質 を挙 げて いる。

3-1一(1)公 共 財

そ もそ も経 済学 で は、 人 々が必 要 とす る財 やサ ー ビス は市 場 メ カニ ズム を通 じて最 も効率 的 に供給 され

る と考 え られて い る。 とい うの も、市 場 メ カニ ズ ムが機 能 して い る と き、 人々が 望 んで い て、 かつ購 買 力

があ れ ば、企 業が そ れ を供 給 し よう と して競 争 し、 その結 果 、安 くて よい もの を供給 で きる企業 だけが 生

き残 り、 そ の供給 を行 う ように な るか らで ある。 す な わ ち、最終 的 に市場 メ カニ ズム には安 くて よい もの

だ けが 残 るの で最 も効 率 的 だ、 とい うわ けで あ る。

また経 済 学 の考 え方 には大 きな特 徴 が あ る。 それ は 、 ある 人が1万 円 を持 って いた と して 、そ の 人 に と

っ て最 も満 足 のい く1万 円の 使 い方 を一番 よ く知 って い るの は、 その 人 自身 だ と考 える こ とを前 提 と して

い る、 とい う点 で あ る。 この考 え方 か らは 、そ の人 が1万 円 の使 い方 を自 由 に決 め られ る こ とが 、 そ の人

の満足 を最大 にす るので 望 ま しい とい う結 論 が 導 かれ る。 よって、 逆 に何 らか の形 で使 い 方 を制 限 されれ

ば、 それ だ け満足 水準 が億 下 す る と考 え られ る。

この ような捉 え方 をす る と、政 府 が強 制 的 に市 民 か ら奪 い取 る税 金 とい う もの は、 人々 が 自由 に使 え る

・お金 を減 らす 効果 を もた ら し、市 民 の満足 水 準 を低下 させ るの で、本 来 的 には望 ま しくな い もの だ といえ

る。 に もかか わ らず 、政府 が 税金 を徴 収 して さ まざ まな活動 を行 うの はなぜ か 。 それ は、市 場 メ カニ ズム

に任せ て 自由に 自分 のお 金 を使 え る ように して い るだ けで は、 人 々が満足 す る ような財 や サー ビスが十 分
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に供給 され ない ケー スが存 在す るか らで あ る。

こ う した ケー スの代 表 が 「公共 財」 とい うわ けで あ る。経済 学 が定 義す る公共 財 は、一 般 に使 われ てい

る 「公共 」 とい う概 念 とは少 し異 な る。 経 済学 では 、政 府が 供 給す るか どうか とい うこ と とは無 関係 に 、

その財 や サ ー ビスが 「消 費の非 排 除性 」 や 「消 費 の非 競 合性」 とい う性 質 を持 って いる か どうか で公 共財

と私 的財 を区別 す る。

ここで 、 「消 費 の非排 除 性」 とは、費 用 負担 を しない人 が便益 を うけ るこ と を排 除 で きない ような性 質 、

す な わ ち費 用 を負 担 しな くて も便益 を受 け るこ とが可 能 であ る性 質 を指す 。 よ く例 に使 われ るの が国 防サ

ー ビスで あ る
。 国 防サ ー ビス は一度 供給 され た ら、そ の国 に住 むすべ ての 人が 好 む と好 ま ざる とに関 わ ら

ず、 そ のサ ー ビス を受 け る こ とにな る。 この よ うな性 質 を持つ 財 やサ ー ビス は、 費用負 担 しない 人 もその

便益 にただ乗 りで きる ため 、市場 メ カニズ ムで供 給 す るの は困難 にな る。

次 に 「消 費 の非競 合 性」 で あ るが、 これは誰 か が その便 益 を受 け てい て も、他 の人 が 同時 にそ の便益 を

受 け る こ とが可 能 な性 質で 、文 字通 り競合 しない 性 質 をい う。 例 と して は、 テ レビ放 送 をあ げ るこ とがで

きる。 また、消 費 の非排 除 性 と違 い、 費用 負担 を しない 人の排 除 が可 能 な場合 もあ るので 、市場 メ カニズ

ムに よ って供給 で きない とい うわ けで もない。 費 用面 か ら この性 質 を説明 す る と、誰 かが 消費 してい る際

に、 もう1人 が 同時 に消 費 しよ うと した と して も追 加的 な費用 が生 じない とい う性 質、 とい う ことに なる。

追 加費 用が ゼ ロ な らば、そ れ を利 用 したい 人全 員 に消 費 させ る こ とが 望 ま しい とい う点で 公共財 を規定 す

る性 質 とされ る。

た だ、消 費の 非排 除性 や 非競 合性 とい った性 質 は、現 実 に は相対 的 な もので あ り、純 粋 な公 共財 と して

存 在す る とい う よ りも、私 的財 の性 質 と公 共財 の性 質 の両 方 を持 つ よ うな財 と して存在 してい る場 合が 多

い 。例 え ば、教 育 はそ れ を受 けた本 人 が最:も便益 を受 け、他 人 を排 除 す る ことが可 能 であ り、市 場 メ カニ

ズ ム を通 じてで も供 給 が可 能で あ る。 しか し、教 育 を受 け た人 が社 会 に多 く存 在す る とい うこ とは、 その

社 会の 多 くの人 々 に さ まざ まな メ リッ トが あ る。 この メ リ ッ トは例 え ば、社 会 の成 員み ん なが文 字 を読 み

書 きで きる とい うこ とを考 えて み た ら よ りよ くわ かる だ ろ うか 。 こ う した便 益 は受益 者 か らい ちい ち費 用

を負 担 して もら うこ とが 困難 で あ るため 、公 的 に供給 す るの が望 ま しい とい う こ とにな る。

3-1一(2)芸 術 文 化 の 持 つ 公 共 財 の 性 質

この ように私 的財 と公 的財 の性 質 を両方 持 って い る よ うな財 ・サ ー ビス を 「混合 財」 と呼 ぶ。混合 財 は、

市 場 で供給 す る こ とが不 可能 で は ないが 、 その公 共財 と しての性 質 を含 め て考 え る と、市 場 に よ る供 給 だ

けで は人 々が 望 んで い る程 度 よ りも低 くしか供給 され ない。 よって政 府 に よる支 援が 必 要 と され るわけ で

あ る。

そ れで は、 芸術 文化 の どの よう な側 面 に公 共財 の性 質 、す な わ ち消 費 の非排 除 性 や非競 合性 が あ るので

あ ろ うか。 そ れ に関 して片 山 は7つ の説 を挙 げ てい る。

1つ 目は 「文化 遺産 説」 で あ る。 これ は芸術 文 化 の文 化財 と して後 の世 代 まで 遺産 と して残 してい くと

い う便益 に は公 共財 と して の性 質が あ る、 とい う考 え方 で ある。 実際 に劇 場 に行 って芸術 鑑 賞 を行 わ ない

人 々の 中に も、芸 術文 化 を将 来 の世代 に残 した い とい う欲求 を持 っ.ている人 もい る。 しか し、 この 人 々は

実 際 に はチ ケ ッ トを購 入 しないの で、 この よう な欲求 は市 場 では 十分 に表 れて い ない とい う議論 で あ る。

2つ 目は 「国民 的威 信 説」 で あ る。 これ は優 れた芸 術 の存 在が 、 その 国や 国民 に対 して威信 とい う排 除

不 可 能 な便 益 を与 えてい る とい う考 え方 で ある。 この考 え方 は 、実際 に各国 の文 化政 策 にお いて 公的 支援

の有 力 な根 拠 とな ってい る。 また地域 レベ ル に おい て も、そ の地 域 ら しさ(=地 域 ア イデ ンテ ィテ ィ)を

確 立 す る手 段 と して 有力 な考 え方 とな って いる。 威信 あ るい は ア イデ ンテ ィテ ィとい う便益 は消 費の非 排

除 性 が強 いの で、 そ れが市 場 に よ って十分 に供給 され ない よ うな場合 には、 公的 支援 の合 理性 を主張 で き

る条件 を持 ってい る とい える。

3つ 目は 「地域経 済 波及 説」 で あ る。 これ は芸術 文 化が 存 在す る こ とに よって 、 さ まざ まな経済 的波 及

効 果が 期待 で きる とい う考 え方で あ る。 この ような便益 は、 地域 に広 く拡 散 して しまい、 誰 もが ただ乗 り

す るこ とが 可 能 なので 、受 益 者 にその コス トを負 担 させ る こ とが 困難 で あ り、公 的支援 が必 要 だ と言 われ
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る。

4つ 目は 「一般教 養 説/社 会的 向上 説」 で あ る。 一般教 養教 育 の普 及 が社 会全 体 に広 く利益 を与 え る と

い うこ とは一般 的 に認 め られ てい て 、芸術 文 化 もそ の一部 を構成 す る と主張 されて い る。た だ しこの よ う

な視 点 か ら公 的支援 を正 当化 す る と きには、 芸術 文化 一般 で は な く、・一般 教 養教 育 と しての 芸術 教育 の部

分 のみ が対 象 となる。 また、 人 々は芸術 を鑑 賞す る こ と を通 して、社 会性 や 市民 と して の「資 質」を洵上 さ

せ る こ とが で きるが 、 この向 上 に よる便益 は他 の 人 々 も受 けてお り、 こ う した便益 は消 費の 非排 除性 を持

つ0

5つ 目は 「社 会批 判 機能 説」 で あ る。 これ は芸術 文 化 には 社会批 判 を効 果 的 に行 う機 能が あ り、 その受

益 者 は広 く一 般 に及 ん で いる とい う考 え方 で あ る。 しか しこの機 能 に関 して は、政 府 か ら補助 を受 けて社

会批 判が 行 い うるの か とい う問 題が 同時 に存 在 す る ので 、直 ち に公的 支援 に結 び付 け られる か ど うか につ

い ては議論 が あ る。

6つ 目は 「イ ノベ ー シ ョン説 」で あ る。 芸術 文化 にお ける イ ノベ ーシ ョγは、実 際 に公演 会 場 な どに足

を運 ん だ観客 以 外の 人 に もあふ れ 出て 、利用 可 能 に なる とい う性 質 を持 って い る。 通常 の 産業 活動 にお け

る イ ノベ ー シ ョンの 成果 は特 許 な どに よって保 護 され 、他 の企 業が そ れ を用 いて 製造 あ るい は販売 を行 う

場合 は特 許料 を支払 うこ とに なるが 、芸術 文 化 にお け る イノベ ー シ ョンの成 果 、つ ま り 「芸 術 的創造 」は、

一般 的 には著 作 権 な どで 保護 しきれ る ような もの で はな い
。舞 台 芸術 の場 合 は、他 の演 奏 家 や作 曲家 や演

出家 が そ こで 得 た ヒ ン トを 自らの創 作活 動 に生 か すの は 自由 であ り、作 曲の場 合 も全 く同 じ旋 律 を書 か な

い か ぎ り、 ほ とん ど盗作 には な らない。 また、 公共 財 となる のは成 功 の成 果 のみ で はな い。失 敗例 も他 者

に とっては重 要 な ヒ ン トとな り、公 共財 の性 質 を持 っ てい る。

最 後 に7つ 目が 「オプ シ ョ ン価値 説」 で あ る。 オ プシ ョン価 値 とは、実 際 には消 費 しな くて も 「消費 す

る こ とが で きる」 とい うこ とか ら得 られ る効 用 の こ とで ある。 芸術 文 化 の場 合 で みれ ば、 実際 に劇 場 に足

を運 ぶ か ど うか は わか らないが 、劇 場が 存 在 して公 演 が行 わ れて い る、 とい うこ とか ら何 らかの満 足 を得

る とい う場合 が これ に相 当す る。

この よ うに芸術 文 化 には さま ざまな公 共財 と して の側 面が あ り、市場 メ カニズ ム に委 ね てい る だけで は、

必 ず し も十分 には供 給が 行 わ れな い可能 性 があ る。 しか し、芸 術文 化 が公 共財 で あ る、 もし くは公 共財 的

な側 面が あ る とい うだ けで は、 政府 が芸 術文 化 を公 的 に支援 す る ことの説 明 と して十分 で な い。 とい うの

も、政府 が芸 術 文化 を公 的 に支援 す るこ とを正 当化 す る ため には 、人 々が そ れ を求め て いな けれ ば な らな

い か らで ある 。つ ま り 「芸術 文 化 は公 共 財 であ る か ら政府 が 供給 す る ことが必 要 だ。」 とい う議 論 で は な

く、「人々 は芸 術 文化 を求 めて い るの に、芸術 文 化 には公 共財 の性 質が あ る か ら、市場 で は十分 に供給 さ

れ ないσ よって 政府 による公 的供 給(公 的支援)が 必 要 であ る。」 とい う説 明が必 要 な ので ある。

政 府が 芸術 文 化 に対 して財 政 支 出 を行 う とい うこ とは、税 金 に取 られ る分 だけ 人 々が購 入で きる私 的財

が減 る とい う こ とを意味 す る。 つ ま り人 々が 自 らの消費 す る私 的財 を減 らしてで も、公 共財 で あ る芸術 文

化 を欲 して い る とい うこ とが 前提 と なる ので あ る。 しか もこ こで 注 意が 必 要 な の は、 市場 で 供給 可能 な

「私 的財 と しての 芸術 文 化」 で は な く、消 費 の非 排 除性 や 非競 合性 の性 質 を持 つ 「公 共財 と しての 芸術 文

化」 に対 して人 々が 本 当 にニ ーズ を持 って い るの か とい う点 であ る。 自 らが 「劇場 で 公演 を鑑 賞す る」 と

い う需要 が い くら存 在 して も、 それ は 「私 的財 と して の芸術 文 化」 で あ るか ら、市 場 メ カニ ズム の も とで

供 給 され うる もので あ る。重 要 なの は、 自らは 芸術鑑 賞 を行 わない 人 々で あ って も、そ れ を文 化遺 産 と し

て残 す こ とを どれだ け望 んで い るの か、 あ るい は芸術 文 化 に よって 形作 られ る地域 アイデ ンテ ィテ ィを ど

れだ け望 んで い るの か、 とい っ た点 を検証 す る こ とであ る。

3-1一(3)価 値 財

これ まで述べ て きた公 共財 の議 論 は、 芸術 文 化 は 「人 々が そ れ を求 めて い るの に、消 費 の非排 除性 や 非

競 合性 の性 質 の ため 、市場 メ カニズ ムで は十 分 に供給 され ない ので 政府 に よる支援 が必 要 に なる」 とい う

論 理 であ った 。 こ こで注 目す べ きポ イ ン トは、 公共 財で あ って もそ れ に向 け られ るべ き資源 配 分 は人 々の

選 好 に基 づ いて 行 わ れ るべ きで あ る とい う考 え方 が 貫 かれ て い る点 で ある 。 この考 え方 は 「消 費 者 主権 」
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と呼 ばれ 、経 済学 の前 提 となる重 要 な概 念 で あ る。

しか し、現 実 の政 策 をみ る と必 ず しも 「人々 の選好 」だ けで は説 明が つか な い面 もみ られる。 なぜ な ら、

公共財 の性 質 を持 ち人 々がそ れ を求 め てい る、 とい うケー スで な くて も、政 府 が供 給 した り支援 した りす

る財 やサ ー ビス は数 多 く存 在 す るか らで あ る。 この よう に、 人 々が その 財 に対 する 選好 を持 って い るか ど

うか と関 わ りな く、政 府 の側 が 「人 々が それ を消 費 すべ き」 と温 情的 な判断 を行 って供 給す る財 を 「価 値

財 」 と呼 ぶ。価 値財 にお いて は必 ず しも 「消費 者 主権」 と整合 しない 。

典 型的 な価 値財 の例 と して は 、児童 に対 す る義 務教 育 な どが挙 げ られ る。 初等 教 育 を受 け るか ど うか を

市場 メカニ ズ ムに任 せ て児童 本 人 の意思 に委 ね て いた ので は、必 ず し も全員 が 教育 を受 けな い可能 性 もあ

るが 、 そ れは本 人 の ため にな らな い、 とい う考 え方 か ら政 府 が強 制 的 に教 育 を受 け させ て い るので あ る。

特 に、教 育や 文 化 な ど、 人 々の価 値 観や 選好 に影響 を与 える よ うな公共 サ ー ビス に関 して は、 温 情主義 的

な判 断が取 り入 れ られ る ことが 多い。

片 山 は、芸術 文 化 につ いて も、本 人が 望 んで い るか どうか に関 わ らず 、温 情 的 な判 断か ら公 的支 援 をす

べ きであ る とい う議論 が展 開 され る こと も しば しばみ られ る、 と して い る。 す な わ ち、 芸術 文 化 を価値 財

と して捉 え る とい う考 え方 も、芸術 文 化 に対 す る公 的支援 の根拠 とな りえる とい う こ とで あ る。 この芸 術

文 化 に関す る温 『青主義 的 な判 断 は い くつ かの 判断 が あ りえるが 、 現実 の 政 策 と して最 もあ りえ る主 張 は、

「芸術 文 化へ の資 源 配分 は、 最終 的 に は人 々 の選 好 に基 づ くべ きで あ る が 、選好 を形成 す る た め には芸 術

文 化 に触 れ る機会 が必 要 であ り、人 々が 選好 を形 成 す る まで の期 間 にお い ては 、温 情主 義 的 に与 え られ る

べ きであ る」 とい う もの であ る。 「芸術 文 化 に対 す る選好 形 成 の ため の機 会 の保 障 」 と もい え るが 、消 費

者 主権 を前 提 と しなが ら も、 人 々の選 好以 上 に芸 術文 化 への 資源 配分 を行 う こ との根 拠 と して 支持 を得 る

こ と も可能 な 主張 とな ってい る。

以上 の ように、 片 山は 、芸術 文 化 の持 つ公 共財 とい う性 質 、 ある い は価値 財 とい う性 質 を公 的支援 の 根

拠 と した。

3-2.政 策 学 的 視 点 か ら み た 公 的 支 援 の 根 拠

他 方 、政 策学 の立 場 か ら中 川幾郎(200Dも 自治体 文 化行 政 をい か に進め て い くか とい う こと につい て

述べ てい る。 中川 は、 人 々の生 活 に不 可 欠な 関 わ りが あ り大切 だ と思 わ れて い る事 柄 が 本当 に公 共 的で 公

益 にか な う、す なわ ち不 特 定 多 数 の 第 三者 の 利益 に な るか ど うか は、 「時代 性 」、 「地 域 性」、 「対 象性 」、

「判 別主 体」 とい う4つ の変 数 を考慮 して は じめて 判定 で きる ど してい る。

この ことにつ い て、高 齢 者介 護 とい う例 を挙 げ～ 以下 の ように説 明 して い る。

か つて 高齢 者 介護 は 、 あ くまで 私 的 な家族 介護 能力 に よって行 われ るべ き とす る考 えが 主流 で あ っ た。

これ に対 して今 日の時代 で は 、家族 構成 の 変化 や 人権 認識 の点 か ら 、公共 的 ・社 会 的 な介護 システ ム に よ'

って 介護 され るこ と を当然 とす る よ うに なっ て きた(時 代 性)。 また 、高 齢者 が 多 い地 域 と少 ない地 域 に

お い てで は、 公 共的 支援 のニ ー ズや その 内容 も異 な って くるはず であ る(地 域性)。 さ らに、 対象 で あ る

介護 を要 す る高齢 者 が、相 対的 に増 加 して きたか らこそ、高齢 者 介護 が公 共 的課題 とな って きた ので あ る、

と もいえ る(対 象性)。 そ して、高 齢 者 介護 が 政府 や社 会 全般 の重 要課 題 で あ る、 と断 定 す る主権 者 とそ

の代 理 人 と して の政 治家 や行 政 が 、 このテ ーマ を公 共 的 な課題 と して取 り上 げ る こ とに よって 、高齢 者 介

護が 政府 の課 題 や 「公益 的 」課題 とな りうるの であ る(判 断主体)。

この ような公益 の判定 の 仕方 は、芸術 文 化 にお い て も同様 で ある。 確 か に、芸術 文 化 は人 々 の生 活 に不

可 欠 なかか わ りが あ り、 その振 興 に よる利益 は社 会全 体が 享受 す る とい え るだ ろ う。 しか しここ におい て

も、公益 判 定 にお け る時 代 性 ・地域 性 ・対 象性 ・判 別 主体 は 、変 数 と して作 用す る ので あ る。 そ して中 川

は 、 この変 数の 中で 最 も重 要 な変数 は 「判 別主 体」 であ る と してい る。

どの ような地 方の 芸術 文 化行 政 にお い て も、 公益 とそれ を決 定す る変数 との関係 を考 え て おか な くて は

な らない。 どの 地域 におい て も、時 代性 、 地域 性 、対 象性 、判 別 主体 の多 様性 に よって 、多種 多様 な政 策

が生 み 出 されて くる。 した が って、 全 国共 通の ス テ レオ タイプ化 した 自治 体芸 術文 化行 政 な どが存 在 す る

はず は な く、地域 そ れぞ れ の個性 、独 自性 が 出 て くる はず なの であ る。
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4.大 阪市のバンドに対する公的支援の分析 ・考察

4-1.片 山 に よ る経 済 学 的 視 点 か ら

ここで は片 山 が挙 げた公 的支 援 の根 拠 を用 いて 、経 済学 の 視 点 か ら大阪 市 のバ ン ド支援 を分析 した い 。

片 山 は公的 支援 の根 拠 の1つ 目 と して 、芸術 文 化 が持 つ公 共財 の性 質 を指 摘 した。片 山の い う公 共財 の性

質 とは 「文 化遺 産 説」、「国 民的 威信 説」、 「地域 経 済波 及説 」、 「一般 教 養説/社 会 的向 上説」、 「社 会批 判機

能 説」、「イ ノベ ー シ ョン説」、 「オ プ シ ョン価 値 説」 の7つ で あ っ た。

バ ン ド音 楽 も他 の 芸術 文 化 と同 じく、 「正 の外 部 性」 や 「公共 財 と して の性 質」 を持 っ てい る ので 、バ

,ン ド音 楽 が この7つ の性 質 を持 って い る こ とは説 明で きる。 しか しここで 問題 と なるの は 、 「バ ン ド音 楽

が 正の 外部 性 を持 って い るの か 、 も し くは 公共 財 で あ るのか 」 とい うこ とで は な く、 「バ ン ド音 楽 の持 つ

正 の外 部性 、 も しくは公共 財 と しての バ ン ド音 楽 を大 阪市 民が 求 めて い るの か」 とい うこ とで あ る。 なぜ

な ら片 山 は、 人々 が 「公共 財 と しての 芸術 文化 」 にニ ー ズ を持 ってい るの か とい う点 を検 証す るこ とが重

要 であ る と してい るか らで あ る。端 的 にい うと 「公共財 の性 質 が あ る とい うだけ で は公的 支援 の根 拠 に は

な らない」 とい うこ とであ る。 本研 究 で は、残 念 なが ら 「公共 財 と しての バ ン ド音 楽」 を大阪 市民 が 求め

て い るか ど うか とい う点 は検証 で きて い ない し、 大阪 市 におい て も実 際検 証 され てい ない 。 よ ってバ ン ド

音 楽の持 つ 公共 財 と しての性 質 か ら公 的支援 の根 拠 を導 き出す こ とはで きない。

次 に公的 支援 の根拠 とな りえるの が 「価値 財 と して の性 質」で ある。 これ はつ ま り、温 情的 支援 であ る。

実 際大 阪市 は、 市民 の ニ ー ズを捉 え る作 業 を した わけ で はな いの で、 大阪 市の バ ン ド支援 はバ ン ド音 楽 を

価値 財 と して捉 え た こ とに よって行 わ れる温 清的支援 とい う こ とにな るだ ろ う。

一般 的 に温情 的支援 を行 う場 合 、 「芸術 文 化 の選 好 を形 成 す るた め には芸 術 文 化 に触 れ る機会 が必 要で

あ り、 人 々が選 好 を形 成す る まで の期 間 におい て は、温 情 的 に芸術 文 化 を与 え るべ きだ」 とい う主張 が な

され る。 しか し大 阪 市 にお け るバ ン ド支援 の ケー ス は これ とは 少 し違 う。 大 阪市 は 、「公 共 財 と して のバ

ン ド音 楽」 を 「価値 財」 的 に市 民 に供給 してい る ので あ る。 これ は ど うい うこ とか とい う と、 市民 の ニ ー

ズ を捉 えず 大阪 市 の 「大阪 市民 は消 費 すべ きだ」 とい う独 断で 支援 されて い るバ ン ド音楽 は、 大 阪市 側か

らみれ ば 「価値 財」 と捉 える こ とが で きる。そ して、 大阪 市 はそ のバ ン ド音 楽 で まちづ く りを しよう と し

て い る。大 阪市 は 、温情 的 に与 え るバ ン ド音 楽 で 地域 ア イデ ンテ ィテ ィを築 こ う と してい るの で あ る。 こ

れ は先 ほ ど出て きた 「公共 財」 の性 質 の中 にあ る 「国民 的威 信 説」 とい う考 え方 であ る。 「国民 的威 信 説」

は 、地域 レベ ルで い う と、 あ る芸術 の存 在 がそ の 地域 や市 民 に対 して 、地 域 ら しさ=地 域 アイデ ンテ ィテ

ィ とい う排 除不 可能 な便益 を与 え てい る とい う考 え方で あ る。

また さ らに分析 す る と、 例 え ば芸術 創 造館 が 行 っ てい る こ とが 「『公 共財 と して㊥ バ ン ド音楽 』 を 『価

値 財』 的 に供給 す る」 支援 に相 当す る。 芸術 創 造 館 の プ ロジ ェ ク トで あ る【LAB.]で は メデ ィア に よって 、

イ ンデ ィーズ音 楽 を世 に広 め よ う とす る もので あ っ た。乾 館長 に よれ ば、 この プロ ジ ェク トは 「専 門ス タ

ッフが 選 んだ音 楽 をCDと して リ リース す る こ とや 、 ケ ー ブル テ レビで 放 映す る こ とで 社 会 を よ くす る」

とい う こと を目的 と してい る。 この場 合、 専 門ス タ ッフが 選 ん だ音 楽 は 「価値 財」 とな り、 その 音楽 に公

共財 の性 質 の1つ であ る 「社 会批 判 機能 」が 期待 され てい る。

芸術創 造館 自体 に 目を向 け る と、そ れは 大阪 市 に 「オ プ シ ョン価 値」 を付 加 してい る。つ.まり実 際 に は、

芸術 創 造館 で レ コーデ ィ ングを行 わ ない 人 も、大 阪市 に レコ ーデ ィン グ設 備 が あ る こ とに よって 、 「芸術

創造 館 で レ コーデ ィングす る こ とが で きる」とい う事 実 か ら何 らか の満足 を得 てい る とい う考 え方 で あ る。

この場 合 芸術 創造 館 は 市民 が望 んで い るか どうか に かか わ らず 設置 され たの で、 「価 値財 」 に相 当 し、設

置 され た後 の芸術 創 造館 は 「公 共財 」 とな って い る。

しか し以 上 の よ うな支:援は 、市 民の ニ ー ズを詳 し く検証 す る こ とな く行 って いる ため に生 まれた もの で

あ る。 またバ ン ド音楽 を価 値財 と捉 え るに して も、バ ン ド音 楽が 価値 財 であ る とい え るだ けの根 拠が 大 阪

市 にあ る か ど うか は疑 問で あ るの で、 この立場 か らで は大 阪市 の バ ン ド支援 は 、理論 的 に正 しい公 的支援

の あ り方 とは いえ ない。
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4-2.中 川 に よ る 政 策 学 的 視 点 か ら

4-1で は片 山の論 を用 いて 大阪 市 のバ ン ド支援 を分 析 したが 、今 度 は 中川幾 郎 の論 で分 析 してみ る。

ここで は、現 在 一般 的 に公的 支援 の よ く対 象 とな りやす い オー ケス トラ とバ ン ドとの比較 も行 って分析 し

てみ た い。

そ もそ も大 阪市 で活 動 してい るバ ン ドは何組 くらいあ るの か。 あ る地域 にお いてバ ン ド活動 が 活発 であ

るか どうか を判 断す る には、 そ の地域 で活 動 してい るバ ン ドの数 や その地 域 にあ る ラ イブハ ウス の数 を調

査 す るの が一 つ の手が か りにな る と思 われ る。バ ン ドには オー ケス トラでい う日本 オー ケス トラ連 盟 の よ

うな団体 は な く、 そ の総 数 はな か なか把 握 しに くい 。そ こで 大 阪市 で 活動 して い るバ ン ドを、 「大 阪市 で

ラ イブ を行 ってい るバ ン ド」 と定義 して、 その 数 を把 握 してみ た い。

雑誌 の 「ぴあ関 西版 」 に は、関 西 にあ る主 要 ライ ブハ ウ スの ライ ブス ケ ジュ ールが 約2週 間分掲 載 され

てい る。2004年1月5日 号 の 「ぴ あ関西 版」 に掲 載 されて い る ライ ブハ ウスの数 は、 ジ ャズ系 の ライ ブハ ウ

ス をの ぞ くと48軒 。 その 内訳 は 、大 阪市 に28軒 、大 阪府(大 阪 市以 外)に5軒 、 兵庫 県 に6軒 、京都 府 に5

軒 、滋 賀 県 に2軒 、和歌 山県 と奈 良県 に それ ぞれ1軒 ず つ であ る。 大阪 市 にあ る ライ ブハ ウス の数 を見 た だ

けで も、大 阪市 で 活動 してい るバ ン ド数の 多 さが窺 える。

具 体 的 にバ ン ドの数 を調べ て み る。 大阪 市 で は2003年12月15日(月)～21日(日)ま で の1週 間で 、449組 の

バ ン ドが ラ イブ を してい る。 こ こか ら1日 に ラ イブ を してい るバ ン ド数 の平 均 を計 算す る と449÷7=(組

とな る。 バ ン ドが ラ イブ を行 う平均 的 なペ ー ス は月1回 なの で、「これ に30を かけ る と大 阪市 で活 動 してい

るバ ン ドの 数 が 大 まか にわ か る わけ で あ る。 す な わ ち大 阪 市 で活 動 して い るバ ン ドの数 は概 算 で64.1×

30=1,923バ ン ドとな る。 大阪 市 で活 動 してい るバ ン ドが いか に 多い か を よ り明確 にす るた め に、他 の地

域 と比 較 して み よ う。 大阪 市以 外 の大 阪府 、兵 庫 県、 京都 府 で活動 して い るバ ン ドの 数 を同様 の や り方 で

調 べ て み る と、大 阪 市以 外 の 大 阪府 で 活動 して い るバ ン ドは501バ ン ド、 兵庫 県 は458バ ン ド、 京都 府 は

171バ ン ドとな り、 大阪 市 で活動 してい るバ ン ド数 の多 さを改 めて確 認す るこ とがで きる。

大阪 市 は、大 阪 市 自体で も入 口が多 い ので あ るが、 大阪 市以 外 の大 阪府 や近 隣 の京都 、 兵庫 、 奈良 とい

った近 畿圏 か ら、平 日であ れ ば通 学 や通 勤 な どで、休 日であ れ ば買 い物 や観光 な どで 、人 々が 多 く集 まる。

この こ と もあ って 、大 阪市 でバ ン ド活動 を行 う人 々が 多 いの であ ろ う。大 阪市 で バ ン ド活 動 を行 う人 々が

多 いか ら、 ライ ブハ ウス も多 く建 て られ る。大 阪市 にお いて 、バ ン ドとラ イブハ ウス はそ れぞ れ の相乗 効

果 で増 加 してい った と もいえ る。

こ こ に挙 げ た 「大阪 市 は人が 集 ま りやす い都 市 であ る」 とい うこ とは 中川の い う と ころの 「地域 性」 で

あ り、「その た め大 阪市 で バ ン ド活 動 を行 う人 々が 多 い」 とい う こ とや 「バ ン ドとラ イブハ ウ ス はそ れぞ

れ が増 加 してい け ば、相 乗 効果 で どち ら もが増 加 してい く」 とい う こ とは 「対 象性 」 で あ り、 「現 在バ ン

ド活動 を してい る人 々 が多 い」 とい うこ とは 「時代 性」 であ る 。つ ま り大 阪市 にお いて 、4つ あ る公益 判

定 の変 数の うち、現 実 的 に3つ は十分 ク リア してい る とい うこ とが いえ る。

また これ らの 点 につ いて は、 アク シ ョンプ ラ ンで も指摘 され て い る。 まず 「地域 性」 や 「対 象性」 につ

い ては 、 「『公共性 』 の視 点」 とい う項 目で 、文 化行 政 はそ の地域 に根付 く文 化 、広 く行 き渡 って いる文 化

に対 して働 きか け を行 わ なけれ ば な らない とい うこ とがい われ て いる し、 「時代 性」 につ いて は、 「『未来 』

の視 点」 に関連 して、新 しい芸術 文 化の ジ ャ ンル に支 援 を してい る点 が そ うであ る。

では 中川 が最 も重 要 な変 数で あ る と して い る 「判 別主 体」 につ いて は ど うで あ ろ うか。以 下 オ ーケス ト

ラとの比 較 を通 して検 討 してみ る。

大 雑把 にい って 、オ ーケ ス トラ とバ ン ドの最 大 の共通 点 は、複 数 の成 員 で一 つの音 楽 をつ くりだす とい

うこ とであ り、 これは両 者 の活動 の核 で あ る。 またそ の活動 だけ で は赤 字 にな り、 なか な か生活 して いけ

な い とい うの も共通 してい る'し、 オー ケス トラ人 口 よ りもバ ン ド人口 の方が は るか に多 いが 、 どち ら もそ

の活 動 だけ で生活 して いけ るの が一 握 りで あ る とい うの も同 じで ある。 これ に対 し両者 で明 らか に違 うの

は 、そ の歴 史で あ る。例 え ば、世 界 的 にみ てそ の発祥 が 古 い ウ ィー ン ・フ ィル ハ ーモ ニー管 弦楽 団 は1842

年 か ら始 まった 。 これ に対 しロ ッ クが誕 生 した の は第 二次 世 界 大 戦後 で あ る とい わ れ てい る。 この 差 は

100年 以 上 あ り、 大 きい 。 オー ケス トラが 公 的 に支援 され やす い の は、 この 歴 史や伝 統 を守 る とい う意味

合 いが 強い 。 これ に対 しバ ン ドは まだ歴史 ・伝 統 が 浅 く、 高 尚 な芸術 文 化 と して認 識 されて い ない ので 、
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支援 され に く く、 また 支援 されて い る場 合 は不 自然 に思 われ る。

世界 的 にみ れば 、そ の歴 史 や伝統 に大 きな差 の あ る両者 で あ るが、 大 阪市 に限 ってみ る と様 子 は少 し違

う。大 阪市 ゆ と りとみ ど り振 興局 で支援 され てい る大 阪 フ ィルハ ーモ ニ ー交 響楽 団 は1947年 に始 まって い

る。 これ に対 し大 阪市 で一 番古 い ライブハ ウス は心斎 橋 バハ マで 、 その オ ープ ンは1963年 で あ る。 た った

16年 しか違 わ ない 。つ ま り世界 的 にみ れ ば、歴 史 は オー ケス トラの方 が は るか に古 く伝統 が あ るが、 大阪

市 では そ こ まで の違 い は ない。 しか し世界 的 にみ て歴 史が 古 く、伝 統 が あ るオ ーケ ス トラ には、 一般 的 に

高 尚な芸 術 とい うイ メー ジが 強 く存 在 す る。 それ は大 阪市 で も同様 で 、 オー ケス トラ とバ ン ドの 歴史 に あ

ま り差が ない に もかか わ らず 、人 々が持 つ オ ーケ ス トラとバ ン ドのそ れ ぞれ の イメ ー ジまた は先 入観 は全

く違 う。 つ ま り 「オー ケス トラは高 尚 な芸術 であ る」、「オー ケス トラは アマ チ ュアで も芸術 」、 「バ ン ドは

そ れに比 べ る と下位 の大 衆的 な文 化 であ る」、 「バ ン ドは趣味 か商 売」 とい う もの で あ る。

実 際 の とこ ろ この イメ ージ の違 いが 、公 的支援 に 「違 和感 を覚 え る/覚 え ない」 とい う反応 につな が っ

て いる と思 われ る。 普通 オー ケス トラにせ よバ ン ドにせ よ、 それ ぞれ の活動 を詳 し く知 って いる とい うこ

とはな く、 どんな信 念 の下 で音 楽活 動 を行 っ てい るか 知 る由 もないの で あ り、 活動 の 内容 を知 らない上 で.

この反応 の違 い が 出る とす れ ば、 それ は イメ ージ や先 入観 が その主 な原 因で あ る とい っ てい いの では ない

だ ろ うか。

大 阪市 のバ ン ド支援 に対 す る大阪 市民 の実 際 の反 応 は調査 され てい な い。 しか し一般 的 に い う と、バ ン

ドに公的 支援 を行 って 当然 だ と考 える市 民 は少 な いだ ろ う。大 阪市 民 の多 くが バ ン ドに対 す る公的 支援 に

違 和 感 を示 して い る と して 、 この大 阪市 民 は 中川 のい う 「判 別 主体 」 であ る。 中川 の理 論 で は、前 述の と

お り 「判 別主 体」 が 公益 判定 にお ける最:も重 要 な変 数 と して位 置付 け られ て いる。 よって本 事例 にお ける

「判別 主体 」 が違和 感 を覚 える大 阪市 のバ ン ド支援 は、理論 的 に否 定 され る こ とにな る。

しか し現 実 の状 況 をみ てみ れ ば、大 阪市 にお い て オー ケス トラに もバ ン ドに も公 的支援 が 行 われ てい る。

ここで あ えて その 根拠 を考 え てみ る な らば 、「判 別 主体 」 が両 者 の活 動 につ い て の知識 を もって い ない と

い う ことが、 そ の1つ に挙 げ られ る。

先 ほ ど述べ た ように この場 合 の 「判別 主体 」 で ある大 阪市 民 は 、オ ー ケス トラの活動 につい て もバ ン ド

活 動 に つ いて も確 か な知 識 を ほ とん ど持 っ てい な い。 大阪 市が 両 者 の公 的 支援 を行 う と きに 「判 別 主体 」

に、 その根 拠 を しっか りと説 明 したか どうか とい うこ とは ここで は置 いて お くとす る と(ま た仮 に しっか

りと説明 した と して も)、 「判 別 主体 」 には積 極 的 にバ ン ド支 援 を反 対す るだ けの根 拠 もなけれ ば、 積極 的

に オー ケス トラの支援 に賛成 す る だけの根 拠 もな い。実 際 ほ とん どの 「判別 主 体」 が持 ってい るの は、 先

ほ ど述べ た一般 的 に持 たれ てい る オー ケス トラやバ ン ドに対 す る イ メー ジや先 入観 の み とい って よい。 オ

ー ケス トラや バ ン ドが与 える イメ ージや 先 入観 は 「違和 感 を覚 え る/覚 えない」 とい う反応 の違 い の原 因

に はな って も、「公的 支援 を行 う/行 わ ない」 の判 断の 決 め手 には な らない 。 よって 、 オー ケス トラが 公

的支援 の対 象 に な りうるの であ れ ば、 バ ン ドも公的 支援 の対 象 とな る可 能性 を否定 され るべ きでは ない 。

逆 にバ ン ドに公的 支援 を行 って は な らない の な ら、 オ ーケ ス トラ にお いて も同様 の こ とが い えるの で はな

い だろ うか。

5.ま と め

4-1、2で み た よう に、大阪 市 のバ ン ド支援 は片 山の理 論 に よっ て分析 を行 った場 合 は否定 され、 中

川 の理 論 に よっ て分析 を行 った場 合 は消 極的 に しか 肯定 され ない。 よって大 阪市 の バ ン ド支 援 は積 極的 に

肯 定 され る もので は ない とい うこ とに なる。 これ はなぜ か。 そ れ は この 取 り組 みが 地域 住民 の ニ ーズ、 意

向 を抜 きに して進 め られ てい るか らで あ る。

大 阪市 は市民 の ニ ー ズや反 応 を把握 で きてい ない 。 だか ら、本 当 に この支援 が 求 め られ てい るの か、 ま

た効果 的 なの かが 明 らか に な ってい ない 。地 域住 民 の ため に行 うべ き自治体 文化 行 政で 、肝 心 の地域 住 民

の ニ ーズ を把 握 す る こ とを怠 る と、効 果的 な取 り組 み はで きに くいの で はな いだ ろ うか。

しか しその 一方 で 、大 阪市 文化 行政 には評 価で きる点 もあ る。 そ れ は支援 の対 象 の選 び方 で あ る。筆 者
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は2つ の理 由 に よ り、 大阪 市が バ ン ドとい う新 しい ジ ャ ンルへ の 支援 を行 う ことに大 きな意義 が あ る と考

える 。そ れ は、1つ 目に 「大 阪市 にお け るバ ン ドの総 数 が非 常 に 多い とい うこ と」、2つ 目 に 「多 くの 大

阪市 民 に とっ て、特 に若 い 年齢層 に とって 、バ ン ド音楽 に触 れ る機 会が 格段 に多い とい うこ と」 で あ る。

国 家 レベ ルで あれ 、地域 レベ ルで あれ 、あ る活 動 を文 化行 政 の一環 として支援 した な らば、 そ れはす な わ

ち、 その活 動 を社 会的 に、 また芸術 的 や文 化的 に価 値 の ある活 動 と して公 的 に認 め た こ とにな る。 この こ

とは その 国や その 地域 の 固有 の文 化 を定義 す る、 も しくは定義 し直す こ とにつ なが る。 この 点 か ら考 える

と、公 的支援 の対 象 に選 ぶ 芸術 文化 活動 は、 い わゆ る伝 統 芸術 と呼 ばれ る もの だけ でな く、 そ の と きの そ

の 地域 に根 付 いて いて 、広 く行 われて い る文化 的 な活動 もそ の対 象 として取 り上 げ る必 要が あ る。 とい う

の も、「伝 統 的 な芸術 」 と 「新 しくて もだ んだ ん と地域 に根付 き広 まって きた活動 」 と を合 わせ て、 そ の

地域 の文 化 で あ るか らであ る。 また地域 に根付 き広 く行 われ て いる活 動が 、 た とえ その 地域 にお い て伝統

的 な文 化で は な くて も、 その ような活動 を公的 に支援 す る とい う こ とは 、地域 に根 付 い てい る だけ に強力

な説 得力 を持 つ とい える。

さらに公 的支援 の本 質 とい う面 か ら考 える。 公 的支援 はそ もそ も、そ の地域 に よい影響 を与 える ような

活動 な どを公的 に支 援す る こ とで あ る。 それ な らば その地 域 に根付 いて お り、広 く行 わ れて い る活動 を支

援 す る ことは相 対的 にみて 、効 果 は大 きい であ ろ う。

これか ら先 、地域 で芸 術 文化 を取 り巻 く状況 は ます ます 変 わ って い くに違 い ない。 よって そ の と きど き

で 、 その地 域 の文化 を定 義 しなおす ため に、 自治体 文 化行 政 のあ り方 を捉 えなお さなけ れば な らな い。 ま

た行 政 も判 別主 体 であ る市 民 も、芸 術文 化 活動 に対 す る公 的支 援 につ い て常 に その方 針 や対象 、行 うべ き

支援 を問い 直す 姿勢 を持 ち続 ける こ とが よ り重 要 とな るだ ろ う。
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AnAnalysisofLocal.GovernmentalSupport

血)rArtistkandCulturalActivities

YOSHIZAWA.Kyo

Thispaperanalyzesthesignificanceofofflcialsupportfbrrockandpopularmusicbands.at,Ge恥tsu-

souzou-kan(CenterfbrCreativeArts)inOsakacityf沁meconomicandpolicypersりectives,anσexamineshowl㏄al

govemmentscan.provideof負cialsupportfbrar直sticandculturalactivities。

TheanalysisisbaseσontheeconomictheoryofKATAYAMA.Taisukeandthepollcy.theoryoず

NAKAGAWAlkuo.Thepaperco口cludesthanhissuppoれcannotbe..positivelya∬imed.Therea串onis.血atthe

supportisprovidedwithOutcitizens「approvalf6r.it.hishard章)ralocalgovemmenttoprovideofficialsupport

effectivelywithoutgrasp量ngtheneedsofpeoplelnthearea... ..

Ontheotherhand,thesuppoltinOsakacitymaybecQnsideredvaluablebecauser㏄kandpopularbands

areparticularlyselectedasψe㈹cipientsofsuchofficia[.support.Thereareζworeasons.First,the爬aremanyactive'

bandgroupsinOsakacity。Second,peopleinOsakacityhavemanyopportunities重oenjoyrockandpopu豆ar

muslc.OfficialsupportshouIdbeprovidedwhentheI㏄alareabenefitsffomsupportingsomethingofficially。Inthat

senseitmayberelativelyeffbctivetosupかortt恥eactiv韮tiesthatarealreadyrootedandwidelyparticipatedinthearea.

Itisi1hportantfbrlocalgovemments.tograspthecharacteristiごcultureofthea爬aandemergingneedsass㏄iated

withitwhentheysupportartisticandculturalactMtiesofficia且 且y.
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